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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
高
市
総
務
大
臣
の
放
送
法
第
四
条
に
つ
い
て
の
答
弁
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
高
市
総
務
大
臣
の
放
送
法
第
四
条
に
つ
い
て
の
答
弁
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

放
送
は
、
不
特
定
多
数
に
対
し
、
同
時
に
同
じ
情
報
を
安
価
に
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
家
庭
に
お
い
て

容
易
に
受
信
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
物
理
的
特
性
か
ら
大
き
な
社
会
的
影
響
力
を
有
し
て
い
る
と
と
も
に
、
特
に
無
線
の
放

送
は
、
有
限
希
少
な
国
民
的
資
源
で
あ
る
電
波
の
一
定
の
帯
域
を
排
他
的
か
つ
独
占
的
に
占
有
し
て
お
り
、
公
平
及
び
社
会

的
影
響
力
の
観
点
か
ら
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
三
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
項
は
、
放
送
事
業
者
は
、
「
放
送
番
組
の
編
集
に
当
た
つ
て
は
、
次
の
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
文
理
上
も
法
規
範
性
を
有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
る
。


